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課題 成果取組

一部区分所有者が長年事実上の管理
・前管理者が等価交換で現マンションを
建設した（専有部分の一部を所有し、残
りを分譲したため、新築時から区分所
有関係が成立している）。

・前管理者から専有部分の大多数を譲
り受けた現管理者経営法人が、議決権
割合の6割を所有している。

管理組合が機能不全
・原始規約に「管理組合が設立されるま
では前管理者が管理者を暫定的に務
める」となっていた。しかし総会が開か
れないまま、現在に至っていた。

・管理組合としての判断ではなく前管理
者が自身の判断により維持修繕を行っ
てきた。

管理組合運営に関するルールを整備
・個人（前管理者）の判断による組合運営
をあらため、管理規約に基づく、ルールに
則った形での管理組合運営が可能な環境
が整った。
・監事1人を置くとともに、「特定案件」につ

いて、管理者以外の区分所有者に、管理
者の管理組合運営における「ストッパー」機
能を持たせた。

管理組合活動への区分所有者の意識高揚
・区分所有者は管理組合活動に対してこれ
まで無関心だったが、月1回の勉強会に11
人中8人が参加するなど、問題意識が高
まっている。

・C1：「管理規約制定検討会資料」

・C2：「多数持分所有者の独走を抑止する議決権行使」

・C3：「役員の成り手不足を解消すべく、理事長1名のみで管理組合を運営することのできる仕組みの構築」

・C4：「長期修繕計画策定検討会資料」

・C5：「資力の乏しい管理組合において、老朽化の進んだ建物の修繕を目的とした大幅な積立金増額を伴う長期修繕計画の合意形成」

水平展開
可能な資料

長期修繕計画の策定
・修繕項目ごとに機能回復・安全確保・コスト等に
ついて三段階評価を行い、次回大規模修繕工事
の際に優先課題から着手するという内容を長期
修繕計画案として取りまとめた。

【竣工年（築年数）】 昭和55年（築37年） 【総戸数】 26 戸

【単棟型 or 団地型】 単棟型 【階 層】 4 階建

【自主管理 or 委託】 分譲以来、自主管理。

【エリア】 東京都

【耐震診断・耐震改修の実施の有無】 旧耐震基準時に建設されたが、耐震診断・改修ともに行っていない。

Cマンション 補助事業実施主体：一般社団法人日本マンション管理士会連合会

写真

管理規約の見直し
・現管理者が少数持分にも配慮するために、「特
定案件」と呼ばれる議案を整理した。「特定案件」
は、持分割合に関わらず議決権を1人1票とし、
1/2以上で可決されるものとした。

「特定案件」の一例：管理費及び修繕積立金の額
に関する議案

特定の区分所有者が議決権割合の６割を有し、管理組合も機能していなかったマンションにおいて、少数持分に配慮
した決議要件の見直し等を行った事例

管理組合の活動開始
・マンション管理士資格を持つ、意識の高い現管
理者に交代することで、組合活動を開始した。

・現段階では複数の理事を選任するのは困難な
ことから、当面理事会は組織しないこととし、管理
者を監視する監事を置いた。


